
諸制度改正に伴う専門家派遣等事業のご案内(２次募集) 

中央会では、会員組合を対象に令和３年度諸制度改正に伴う専門家派遣等事業の実施組合を募集して

います。 

本事業は、諸制度改正等に関連した多様なテーマに対応した専門家の派遣を行います。 

 

１．事業目的 

デジタル化推進、働き方改革への対応、事業再構築支援の施策、人材育成、事業継続力強化計画

の策定、生産性の向上、事業承継、その他新型コロナウイルス感染症による影響への対応など、会

員組合及び組合員企業の経営改善等に資する専門家を派遣します。 

  

２．補助対象者 

本事業の対象者は、本会の会員組合であって次の要件を備えている組合です。 

１）事業協同組合（連合会を含む）   ２）事業協同小組合（連合会を含む） 

３）商店街振興組合（連合会を含む）  ４）企業組合 

５）協業組合             ６）商工組合（連合会を含む） 

 

３．補助対象組合の要件 

①事業及び組織運営が適切に行われていること。 

②実施年度、本事業と同様の内容の事業について、国等から助成を受けていないこと。 

 

４．補助金額及び補助対象経費 

（１）補助金額等 

事業費  ６２，０００円（６２，０００円を上限） 

（２）募集数  ２組合 

（３）補助対象経費 

本事業における補助対象経費は、謝金、旅費、借料(会場借料)です。 

 

５．補助対象組合の決定  

   奈良県中央会補助対象組合選定委員会において、事業実施の必要性、事業内容の妥当性、実施

効果等の観点、事業経費使途の適切性について評価し、総合評価のうえ補助対象組合を決定しま

す。 

 

６．実施内容 

   諸制度改正等に関連した多様なテーマに対応した専門家派遣を行う組合を支援します。 

 （具体的な取組例） 

① 社会保険労務士による「働き方改革」への対応について、時間外労働の上限規制と 36 協定

の届出に関する指導 

② 事業承継・事業継続アドバイザーによる BCP策定において必要となる利害関係者との連携の

必要性についての指導 

③ 社会保険労務士による新型コロナウイルス感染症に関わる、雇用調整助成金、持続化給付金、

家賃支援給付金等の支援制度についての指導 

 

 



７．補助事業の実施期間  

交付決定日から令和４年１月２０日まで 

 

８．申込・受付期間 

令和３年７月２６日（月）～８月１３日（金）まで受付。 

申請を希望される組合には、応募書類等を送付いたしますので、下記までご連絡ください。 

※何かありましたら、担当の指導員までお声掛けください。 

 

問い合わせ先 奈良県中小企業団体中央会 業務課 

電話 ０７４２－２２－３２００   FAX ０７４２－２６－０１２５ 


